
 

 

「子ども虐待対応の手引き（平成 21年３月 31日改正版）」（抄） 

 

第１１章 関係機関との協働 

８．保育所、幼稚園・小学校・中学校等との連携 

（１）保育所、幼稚園・小学校・中学校等との連携の意義 

   市町村における児童虐待対策の充実を図るために要保護児童対策地域協議会

が法定化され、この協議会を構成する主要機関である保育所及び学校（幼稚園・

小学校・中学校・高校を含む。以下同じ。）は、児童虐待に関する知識・技術を

高め、虐待の予防、発見、対応において重要な役割を発揮しつつある。 

保育所及び学校は、昼間子どもたちが家庭から離れ、同年齢集団等の中で学び、

遊び、生活する場であることから、虐待を受けている子どもや不適切な養育環境

にある子どもにとって、昼間、家庭から離れ、保育所や学校において、心身の健

康と安全が保障されるとともに、家庭での生活状態を日々観察する機会がもてる

ことの意義は大きく、関係者には、より深い子どもの理解と人権擁護等への認

識が求められる。 

 

 （２）保育所、学校等との連携にあたっての留意事項 

［１］発見通告時の現場のとまどい 

保育所については、「保育所保育指針」が平成20年３月28日厚生労働省告示

第141号として告示され（施行平成21年施行予定）、その第５章「健康及び安全」

及び第６章「保護者に対する支援」に保育所における子どもへの虐待等への対応

が規定されている。第５章では、「１．子どもの健康支援」として、「子どもの心

身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機

関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。

また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切

な対応を図ること」としている。また、第６章では、「２．保育所に入所している

子どもの保護者に対する支援」として、保護者に育児不安等が見られる場合、不

適切な養育が疑われる場合、虐待が疑われる場合とそれぞれの対応について明記

している。保育所においては、こうした書き分けを十分理解し、虐待が疑われる

前の段階での迅速かつ適切な対応が重要であると認識する必要がある。 

全国の保育所においては、日常的かつ継続的に子どもや保護者と関わる中で、

保護者の子育てを支援し、虐待の芽を摘むなどの適切な対応が求められる。特に

告示化された保育指針を踏まえて、各保育所が保育所の役割や機能を適切に発揮

することが望まれる。 

                               


